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令和元年１２月第３回八街市議会定例会会議録（第６号）

…………………………………………………

１．開議 令和元年１２月２０日 午前１０時００分

２番 栗 林 澄 惠

３番 木 内 文 雄

４番 新 見 準

５番 小 川 喜 敬

６番 山 田 雅 士

７番 小 澤 孝 延

８番 角 麻 子

９番 小 菅 耕 二

10番 木 村 利 晴

11番 石 井 孝 昭

12番 桜 田 秀 雄

13番 林 修 三

14番 山 口 孝 弘

15番 小 高 良 則

16番 加 藤 弘

17番 京 増 藤 江

18番 丸 山 わき子

19番 林 政 男

20番 鈴 木 広 美

…………………………………………………

１．欠席議員は次のとおり

１番 小 向 繁 展

…………………………………………………

１．地方自治法第１２１条の規定による会議事件説明のための出席者は次のとおり

○市長部局

・議案説明者

市 長 北 村 新 司

副 市 長 鵜 澤 広 司

総 務 部 長 大 木 俊 行

総務部参事（事）財政課長 會 嶋 禎 人

市 民 部 長 和 田 文 夫

経 済 環 境 部 長 黒 﨑 淳 一

建 設 部 長 江 澤 利 典
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会 計 管 理 者 廣 森 孝 江

国 保 年 金 課 主 査 片 岡 正 美

高 齢 者 福 祉 課 長 田 中 和 彦

下 水 道 課 副 主 幹 齋 藤 晋 一

水 道 課 長 海 保 直 之

・連 絡 員

総務部参事（事）秘書広報課長 鈴 木 正 義

総 務 課 長 片 岡 和 久

社 会 福 祉 課 長 日野原 広 志

農 政 課 長 相 川 幸 法

道 路 河 川 課 長 中 込 正 美

…………………………………………………

○教育委員会

・議案説明者

教 育 長 加曽利 佳 信

教 育 次 長 関 貴美代

・連絡員

教 育 総 務 課 長 川 名 弘 晃

…………………………………………………

○農業委員会

・議案説明者

農業委員会事務局長 梅 澤 孝 行

…………………………………………………

○監査委員

・議案説明者

監査委員事務局長 内 海 洋 和

…………………………………………………

１．本会議の事務局長及び書記は次のとおり

副 主 幹 中 嶋 敏 江

主 査 須賀澤 勲

主 査 嘉 瀨 順 子

主 査 補 吉 井 博 貴

主 任 主 事 村 山 のり子

…………………………………………………

１．会議事件は次のとおり

○議事日程（第６号）
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令和元年１２月２０日（金）午前１０時開議

日程第１ 議案第１号

委員長報告、質疑、討論、採決

日程第２ 議案第３号から議案第１６号

委員長報告、質疑、討論、採決

日程第３ 議員派遣の件
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○議長（鈴木広美君）

ただいまの出席議員は１９名です。議員定数の半数以上に達していますので、本日の会議は

成立いたしました。

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は配付のとおりです。

日程に入る前に報告いたします。

最初に、各常任委員会付託事件について、各常任委員長から審査報告書の提出がありました

ので、配付しておきました。

次に、市長の専決処分事項について、２件が議長宛てに提出されましたので、その写しを配

付しておきました。

次に、吉田国保年金課長にかわり片岡主査が、中村下水道課長にかわり齋藤副主幹の出席と

なります。

次に、本日の欠席の届けが小向繁展議員よりありました。

以上で報告を終わります。

日程第１、議案第１号を議題とします。

地方自治法第１１７条の規定により、小澤孝延議員の退席を求めます。

（小澤孝延議員 退席）

○議長（鈴木広美君）

これから常任委員長報告の後、委員長報告に対する質疑を行いますが、質疑の範囲は委員会

の審査過程及び結果に対する質疑に限られ、議案の審議に戻るような質疑はできませんので、

ご了承願います。

常任委員長の報告を求めます。

加藤弘文教福祉常任委員長。

○加藤 弘君

文教福祉常任委員会に付託されました案件６件につきまして、去る１２月１３日に委員会を

開催し、審査しました。審査の結果は、お手元に配付してあります報告書のとおりでありま

すが、議案第１号の審査内容について、要約してご報告申し上げます。

議案第１号は、指定管理者の指定についてです。

これは、八街市障がい者就労支援事業所の指定管理者として、社会福祉法人光明会を指定す

ることにつきまして、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求めるも

のです。

審査の過程において委員から、「現在の事業所管理状況について伺います。職員数及び通所

人数は」という質疑に対して、「配置基準により管理者１名、常勤１名以上のサービス管理

責任者、利用者数に応じた職業指導員及び生活支援員が職員として配置されています。事業

所の定員は２０名で、平成３０年度の契約者数は３７名、年間利用者数は延べ５千７９９人

です」という答弁がありました。
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次に、「指定管理者の指定を継続する内容だが、別団体の新規参入、応募はあったのか」と

いう質疑に対して、「公募を行った結果、応募者は光明会のみでした」という答弁がありま

した。

次に、「年間３８万円の支出以外は、光明会で採算性をとり、実施しているのか」という質

疑に対して、「そのとおりです」という答弁がありました。

次に、「労働条件について、１人あたりの賃金は」という質疑について、「平成３０年度の

実績では、平均月額で１万８千６４４円です」という答弁がありました。

次に、「指定期間の８年間の根拠は」という質疑に対して、「指定管理者制度のガイドライ

ンでは３年から５年となっておりますが、本件の事業所では、精神障害者の方ということも

あり、事業所になじみ、職員との信頼関係の構築に時間がかかるということと、短い期間で

は事業者の運営が安定しないため、前回と同様に８年間としました」という答弁がありまし

た。

次に、「指定管理者の候補者決定のポイントは。また、本事業所は市外からの利用は可能

か」という質疑について、「８年間、特に問題なく運営したことが大きな点です。また、市

外からも通所されている方がいます」という答弁がありました。

採決の結果、全員賛成のもと、原案のとおり可決としました。

以上、文教福祉常任委員会に付託されました議案第１号に対する審査の結果について、ご報

告申し上げます。何とぞ当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいますようお願いいたし

まして、委員長報告を終わります。

○議長（鈴木広美君）

次に、文教福祉常任委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

質疑なしと認めます。

これで、文教福祉常任委員長報告に対する質疑を終了いたします。

これから討論を行います。

議案第１号についての討論を許します。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

討論がなければ、これで議案第１号の討論を終了いたします。

議案第１号、指定管理者の指定についてを採決いたします。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第１号は原案のとおり可決されました。



－222－

小澤孝延議員の入場を許します。

（小澤孝延議員 入場）

○議長（鈴木広美君）

日程第２、議案第３号から議案第１６号を一括議題とします。

これから常任委員長報告の後、委員長報告に対する質疑を行いますが、質疑の範囲は委員会

の審査過程及び結果に対する質疑に限られ、議案の審議に戻るような質疑はできませんので、

ご了承ください。

常任委員長の報告を求めます。

最初に、木村利晴総務常任委員長。

○木村利晴君

総務常任委員会に付託されました案件６件につきまして、去る１２月１２日に委員会を開催

し、審査いたしました。審査の結果は、お手元に配付してあります報告書のとおりでありま

すが、審査内容について要約し、ご報告申し上げます。

議案第３号は、八街市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてで

す。

これは、地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、会計年度任用職員制度を導入するにあ

たり、その勤務条件等を規定するため、新たに条例を制定しようとするものです。

審査の過程において委員から、「第３条、給与について、１０時以降の深夜勤務手当の記載

が必要ではないか」という質疑に対して、「時間外勤務は、所属長の命令により実施するこ

ととなるので、深夜勤務を命令することは想定していません」という答弁がありました。

次に、「他自治体では任用期間を独自ルールで設定しているところもあるようだが、検討

は」という質疑に対して、「会計年度任用職員は１会計ごとに任用し、期限の設定は考えて

おりません」という答弁がありました。

次に、「会計年度任用職員に移行する特別非常勤職員は何名で、どのような職種か」という

質疑に対して、「会計年度任用職員に移行する職員は１９名で、職種としては、社会教育指

導員、家庭教育指導員、学校教育相談員、家庭児童相談員、市税等収納補助員、母子父子自

立支援員、婦人相談員、消費生活相談員、市税等徴収指導員です」という答弁がありました。

次に、「任用職員制度導入にあたって、賃金、システム導入などの財政負担があると思うが、

どのくらい必要となるのか」という質疑に対して、「平成３０年度の実績をもとに、会計年

度任用職員に移行した場合の人件費では約７千２００万円程度です。システム改修について

は、約１００万円程度と見込んでおり、国・県の財源措置については不透明です」という答

弁がありました。

反対討論が次のようにありました。

「この条例制定は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、臨時・非常勤職員を１

年任用の会計年度任用職員に移すためのものです。既に国から三位一体改革等による地方財

政への圧迫や、正規職員の定数削減を迫られる中で、地方自治体の臨時・非常勤職員を急増
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させてきました。本市の臨時職員は２７９人。来年度からの会計年度任用への移行は、フル

タイム職員４８名、パート職員２３１名となります。市職員は正規職員と再任用職員２４名

を含め８５０名で、会計年度任用職員と再任用職員は３２．８パーセントと、約３分の１を

占めています。

今回の改正には、期末手当の支給や育児休暇など、これまでになかった前進の内容も含まれ

ていますが、会計年度任用職員は、いつまでも非正規雇用、いつでも雇い止め可能、生活で

きる賃金が保障されないなど、多くの問題とともに、会計年度ごとの任用と雇い止めを自治

体の判断でできるようにしたことは、地方公務員法の無期限任用の原則を崩すことにつなが

ります。

本来、地方自治体は住民の福祉と暮らしの増進に寄与するものであり、恒常的かつ専門性が

求められ、公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心とするという大原則がありますが、

今回の法改正により、フルタイムの非正規職員の存在が正面から認められたことになります。

総務省の「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究

会」の報告で、今回の常勤と非常勤の概念について、常勤職は本格的業務であり、典型的に

は、組織の管理・運営自体に関する業務や、財産の差し押さえ、許認可といった権力的業務

などが想定されるとしています。このことは、正規職員の定員削減、非常勤職員を増やし、

安上がりの行政を進めることが可能となるということです。継続性、専門性、地域性が求め

られる自治体職員の働き方が大きく変わろうとしています。

住民の安全・安心を守るために、任期の定めのない常勤職員を中心とした公務運営の原則を

堅持すること、そして、本格的、恒常的業務を担う非正規職員を正規化すること、非正規職

員の雇用安定、待遇改善こそ重要であることを指摘し、反対するものです」。

採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。

議案第４号は、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてです。

これは、千葉県の最低賃金等の改正に伴い、市税等収納補助員の報酬について、所要の改正

をしようとするものです。

審査の過程において委員から、「最低賃金の引き上げにより改正が行われますが、４月以降

の会計年度任用職員制度導入により給与はどのように変わるのか」という質疑に対して、

「現行の非常勤特別職としては、１節報酬から支出していましたが、会計年度任用職員制度

への移行後は、パートタイム会計年度任用職員となり、報酬、通勤手当、期末手当が支給さ

れることとなる予定です」という答弁がありました。

次に、「非常勤職員は７．５時間、パートタイム会計年度任用職員は７．７５時間となって

いるが、７．７５時間で１４日間と７．５時間で１４日間では単価が変わると思うが」とい

う質疑に対して、「非常勤特別職としての収納補助員は７．５時間により委嘱しています。

来年度からの会計年度任用職員となった場合は、時給単価に７．７５時間を加味して支給し

ます」という答弁がありました。
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採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

議案第９号、令和元年度八街市一般会計補正予算のうち、当委員会に付託されましたのは、

第１表歳入歳出予算補正の内歳入全款、歳出１款議会費、３項を除く２款総務費、４款衛生

費の内１項７目、８款消防費、１０款災害復旧費の内４項第３表債務負担行為補正１追加の

内（６１）から（６７）及び（１０３）から（１０４）、第４表地方債補正１追加及び２変

更についてです。

審査の過程において委員から、歳入では、「未熟児養育医療負担金について、本市の未熟児

の人数は」という質疑に対して、「平成２９年度が１２人、平成３０年度が１０人、今年度

は現在１３人です」という答弁がありました。

次に、「経営体育成支援事業補助金の具体的な内容は」という質疑に対して、「農業の担い

手が経営規模の拡大、複合化などに取り組む際に必要な農業用機械、施設の導入について支

援するものです。今回は農家の方からパイプハウス５棟、省力機械２機について導入するも

のです」という答弁がありました。

次に、歳出２款では、「総務管理費の一般職給料は、災害対応時に時間外手当に流用したこ

とによる補正ですが、災害対応の時間外の時間数は」という質疑に対して、「台風１５号で

は１万６千３６１時間、約４千６９０万円、さらに台風１９号と台風２１号を加えた合計で

は約２万５千１００時間、約７千１６０万円です」という答弁がありました。

次に、歳出８款では、「八街南部出張所の建て替えに伴う用地購入費６０８万１千円の購入

面積は」という質疑に対して、「１千平方メートルを予定しています」という答弁がありま

した。

次に、「今後のタイムスケジュールは」という質疑に対して、「消防組合の事業となります

が、令和２年度に実施設計、令和３年度から４年度にかけて庁舎建設の予定です」という答

弁がありました。

次に、債務負担行為補正では、「庁舎フロアマネジャー業務について、同じ業者が行ってい

るが、入札方法は」という質疑に対して、「本業務は一般競争入札を行っております。業務

内容として、設備を持っている業者が若干有利となるような業務ではありませんので、結果

として同じ業者となっています」という答弁がありました。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

議案第１４号は、八街市一般職の職員の給与等に関する条例及び八街市一般職の任期付職員

の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。

これは、今年度の人事院勧告を鑑み、職員の給与を適正水準に保つため、給与等の引き上げ

及び勤勉手当の見直しなどを行うため、所要の改正をしようとするものです。

審査の過程において委員から、「人事院勧告の民間との格差の具体的な額は」という質疑に

対して、「国との格差比較では３８７円です」という答弁がありました。

次に、「住居手当が４千円引き上げとなるが、対象者は何人なのか」という質疑に対して、

「現在の対象者は８４人です。そのうち増額対象は３５人、減額対象は４３人です」という
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答弁がありました。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

議案第１５号は、八街市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてです。

これは、地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、会計年度任用職員制度を導入するにあ

たり、勤務時間、休暇等について、規則への委任を規定する必要があるため、所要の改正を

しようとするものです。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

議案第１６号、令和元年度八街市一般会計補正予算のうち、当委員会に付託されましたのは、

第１表歳入歳出予算補正の内歳入全款についてです。

審査の過程において委員から、「被災農業施設等復旧支援事業補助金の今後の流れは」とい

う質疑に対して、「本補助金は決定前着工のため、既に施設再建に取り組んでいる農家もあ

ります。農家の施設再建事業完了後に完了検査を速やかに行い、交付する予定となっており

ます。今年度中に事業が完了した場合は今年度中に交付決定を行います」という答弁があり

ました。

次に、「パイプハウス再建の具体的な棟数は」という質疑に対して、「２千４７８棟の施設

再建要望があり、全てを対象として進めています」という答弁がありました。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

以上、総務常任委員会に付託されました案件に対する審査の結果について、ご報告申し上げ

ました。何とぞ当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいますようお願いいたしまして、

委員長報告を終わります。

○議長（鈴木広美君）

次に、総務常任委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

質疑なしと認めます。

これで、総務常任委員長報告に対する質疑を終了します。

次に、加藤弘文教福祉常任委員長。

○加藤 弘君

文教福祉常任委員会に付託されました案件の審査結果は、お手元に配付してあります報告書

のとおりでありますが、議案第５号、議案第６号、議案第９号、議案第１０号、議案第１１

号の審査内容について、要約してご報告申し上げます。

議案第５号は、八街市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてです。

これは、国民健康保険税の課税限度額を引き上げることについて、所要の改正をしようとす

るものです。

審査の過程において委員から、「地方税法改正により引き上げとなるが、県内全域で改定さ
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れるのか」という質疑に対して、「今回の引き上げは、平成３１年３月２９日に公布された

改正地方税法施行令によるものです。本市は施行から１年遅れで引き上げを行っている状況

です。県内自治体では改正法の施行と同時に新たな限度額にしている市町村もあります。印

旛管内では、白井市を除く市町村の申し合わせにより１年遅れで限度額を引き上げていま

す」という答弁がありました。

次に、「どのくらいの所得で課税限度額の対象となるのか」という質疑に対して、「医療給

付分の課税限度額が５８万円から６１万円となった場合に、どのくらいの所得で課税限度額

に到達するのかという試算では、単身世帯では従来の約７３３万円から約７７３万円に、夫

婦世帯では従来の約７０２万４千円から約７４２万４千円、夫婦と子ども２人の４人世帯で

は約６４１万円から約６８１万円になるものと見込んでいます」という答弁がありました。

次に、「今年度の国保財政状況は」という質疑に対して、「現在の保険税収納状況は、昨年

度の同時期と比べ、概ね１ポイント程度上がっている状況です。最終的な決算もできれば本

年度も黒字で終われればと考えています」という答弁がありました。

反対討論が次のようにありました。

「今回の改正は、国民健康保険被保険者に係る税負担の公平性を維持するため、医療保険分

の課税限度額について、現行の５８万円から３万円引き上げて６１万円にするものです。医

療保険分の課税限度額６１万円への引き上げによって、後期高齢者支援金分、介護納付金分

を合わせた国保税額の課税限度額は９６万円に引き上げられます。平成２７年度から令和２

年度までの６年間で国保税課税限度額は１９万円、１年間に約３万１千円の引き上げがされ

てきました。

国は、自治体に国保料・税の大幅連続値上げを迫る圧力を強めています。今回の医療保険分

の課税限度の引き上げで終わりではありません。今後、国保税医療保険分、介護納付金分も

引き上げの方向です。今でも高過ぎる国保税を引き上げれば、市民の健康、命、暮らしを守

ることはできません。

厚労省は国保税の値上げを抑えたり、引き下げるために、一般会計から国保特別会計に独自

に公費繰り入れを行う自治体に対し、国保の保険者努力支援制度により、国が出す交付金を

減らすペナルティー措置を令和２年度から導入する方針です。自治体独自の施策を禁止すれ

ば、憲法が定める地方自治の本旨を侵すことになるため、厚労省はこれまで公費繰り入れは

自治体の判断でできると国会答弁してまいりました。にもかかわらず、厚労省は憲法の趣旨

に反して、国保税負担を全面的に抑える公費繰入金は赤字だとして、削減・解消を迫ってい

ます。国保税の高騰は、国が国庫負担を減らしたからであり、全国知事会や市長会などでも

求められている国庫負担の増額により、国保税を抜本的に引き下げることが市民の願いです。

以上の理由から、医療保険分の課税限度額を引き上げる、八街市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の制定について、反対します」。

採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。

議案第６号は、八街市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてです。
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これは、性的少数者に配慮するため、印鑑登録原票の登録事項及び印鑑登録証明書の記載事

項から性別に関する事項を削除することについて、所要の改正をしようとするものです。

審査の過程において委員から、「今回の条例は全国的に行われるのか」という質疑に対して、

「総務省から技術的助言として全国に通知されています。ただし、項目の削除、時期につい

ては各自治体に任されており、１２月１日現在、県内５４自治体のうち、２３市町で性別項

目が削除されています」という答弁がありました。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

議案第９号、令和元年度八街市一般会計補正予算のうち、当委員会に付託されましたのは、

第１表歳入歳出予算補正の内歳出２款総務費の内３項、３款民生費、４款衛生費の内１項１

目及び３目、9款教育費、１０款災害復旧費の内３項、第２表繰越明許費の内９款教育費、第

３表債務負担行為補正１追加の内（６８）から（７７）及び（１０５）から（１２２）につ

いてです。

審査の過程において委員から、「歳出３款では高齢者外出支援タクシー利用助成費増額の算

定方法は」という質疑に対して、「本年の９月末までの実績と昨年度の９月末までの実績を

比較し、年度末までの伸び率を勘案し算出しました」という答弁がありました。

次に、「保育園費の一般職人件費減額の理由は」という質疑に対して、「育児休業取得等に

よる減額です」という答弁がありました。

次に、「母子援護対策費の返還金について、自立支援教育訓練事業、高等職業訓練促進事業

を多くの方が利用していただくような周知徹底は」という質疑に対して、「児童扶養手当の

支給または現況届の通知等に掲載して周知していきます」という答弁がありました。

次に、９款では、「幼稚園費の子育てのための施設等利用給付事業費の具体的な内容は」と

いう質疑に対し、「未移行幼稚園の預かり保育事業の不足分で、当初４０人分を見込んでい

ましたが、利用者が増加したことによる増額です。また、未移行幼稚園の施設等利用費につ

いては、無償化の制度前の就園奨励費を基準として、当初２２２人分を見込んでいましたが、

所得制限で対象外の人たちも無償化の制度改正により対象となり、利用者が増加したことな

どによる増額です」という答弁がありました。

次に、１０款では、「保健体育施設災害復旧費の具体的な内容は」という質疑に対して、

「市営グラウンド、スポーツプラザの危険性の高い倒木処理については予備費により緊急対

応済みです。今回の補正は、危険性が低い中央グラウンドの観覧席屋根シート、外野フェン

スなどの修繕工事です」という答弁がありました。

次に、債務負担行為では、「小・中学校教育用コンピュータ保守業務の７校分の台数は」と

いう質疑に対して、「実住小学校、笹引小学校、二州小学校、二州小学校沖分校、川上小学

校、八街北小学校、八街北中学校にそれぞれ４０台ずつです」という答弁がありました。

次に、「病後児保育業務の過年度実績は」という質疑に対して、「子どもの病気、けがの回

復期限定の業務で、登録者数は増加していますが、利用者数は延べ５人でした」という答弁

がありました。
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採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

議案第１０号は、令和元年度八街市国民健康保険特別会計補正予算についてです。

審査の過程において委員から、「診療報酬明細書点検業務の見込額は」という質疑について、

「令和２年度の当初予算要求額は１８４万８千円です」という答弁がありました。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

議案第１１号は、令和元年度八街市介護保険特別会計補正予算についてです。

審査の過程において委員から、「第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務は職員

で作成できないか」という質疑に対して、「本業務は、高齢者福祉計画と介護保険事業計画

の２つの計画を１つの計画として策定するもので、アンケート調査業務の企画や設計等、及

び介護保険事業の実績検証などを実施して、計画期間内の介護保険事業の健全な運営を行う

ための目標設定などには専門的な知識を必要とすることから委託するものです」という答弁

がありました。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

以上で付託議案の報告を終了しますが、若干、当日実施した八街北中学校と郷土資料館の台

風１５号による被災状況を現地調査した結果を報告します。

八街北中学校においては、家庭科教室等が雨漏りにより、教室にて授業が実施されていない

とのことであります。本年度中に改修されるとのことではありますが、生徒のために、でき

るだけ早く授業の再開に向けての準備をお願いいたします。

郷土資料館においても、屋根等の破損により雨漏りがひどく、閉館状態が続いております。

郷土資料館の一刻も早い再開に向けての計画等を作成し、市民の皆様が早くご利用していた

だけるよう、お願いいたします。

以上、文教福祉常任委員会に付託されました案件に対する審査の結果について、ご報告申し

上げました。何とぞ当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいますようお願いいたしまし

て、委員長報告を終わります。

○議長（鈴木広美君）

次に、文教福祉常任委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

質疑なしと認めます。

これで文教福祉常任委員長報告に対する質疑を終了いたします。

次に、角麻子経済建設常任委員長。

○角 麻子議員

経済建設常任委員会に付託されました案件６件につきまして、去る１２月１６日に委員会を

開催し、審査いたしました。審査の結果は、お手元に配付してあります報告書のとおりであ

りますが、審査内容について要約して、ご報告申し上げます。

議案第７号は、八街市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に
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ついてです。

これは、道路構造令の改正に伴い、自転車通行帯に関する規定を追加するため、所要の改正

をしようとするものです。

審査の過程において委員から、「八街バイパスは暫定で中央公民館から国道４０９号まで供

用開始していますが、将来的に４車線になった場合、該当するのか」という質疑に対して、

「自動車、自転車等の交通量を勘案の上、県で検討すると思いますが、交通量的には該当し

ないと考えています」という答弁がありました。

次に、「本市で、今後本条例に該当することはありますか」という質疑に対して、「現状で

は、歩道と車道が分離されている道路であり、車道の部分に帯状の通行帯を設置できるだけ

の路肩に余裕幅がある場合は考えられますが、現状での計画はありません。今後、歩道等を

拡幅する場合において、交通量の多い場合は検討したいと考えています」という答弁があり

ました。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

議案第８号は、八街市下水道事業の設置等に関する条例の制定についてです。

これは、下水道事業について、地方公営企業法を一部適用し、官公庁会計から企業会計方式

へ移行するにあたり、新たに条例を制定しようとするものです。

審査の過程において委員から、「企業会計方式への移行に伴う効果は、どのようなことを見

込んでいるのか」という質疑に対して、「官公庁会計方式では現金の収支を記録するだけで

すので、内容が簡単でわかりやすい反面、資産や負債がどれくらいあるか、将来の経営状況

を見通していく上で、重要な情報がわかりづらいという面があります。企業会計方式を導入

することで、資産や負債の額を正確に把握することが可能になり、将来の経営状況を正しく

見通すことができるようになると考えています。また、法適用の会計を実施しませんと、国

の交付事業の対象にならない部分があり、業務上さまざまな支障がありますので、交付税措

置が受けられる現段階で、現在企業会計への移行準備を進めています」という答弁がありま

した。

次に、「人口減少等による料金収入の減少は、この条例を制定することによって、それを補

えることになるのか」という質疑に対して、「本条例を制定することによって、料金収入の

減少を補えるものではありません。地方公営企業法を適用することによって、固定資産評価

額等が予算に標記され、ストックマネジメント計画を立て、どのように運営をしていくか明

らかにし、バランスのとれた経営をしていくものです」という答弁がありました。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

議案第９号、令和元年度八街市一般会計補正予算のうち、当委員会に付託されましたのは、

第１表歳入歳出予算補正の内歳出４款衛生費のうち１項５目から６目及び２項、５款農林水

産業費、６款商工費、７款土木費、１０款災害復旧費の内２項、第２表繰越明許費の内７款

土木費、第３表債務負担行為補正１追加の内（７８）から（１０２）についてです。

審査の過程において委員から、歳出６款では、「落花生まつり事業費の減は、祭りの中止に
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よることですが、１４節使用料及び賃借料減の内容を伺う」という質疑に対して、「ステー

ジ、テント、イスなどの賃借を予定していましたが、賃借の契約に興業中止保険料２５万９

千２００円もあわせて契約していましたので、保険料以外の賃借料を減額するものです」と

いう答弁がありました。

次に、「落花生まつり事業費の当初予算は約２５９万円でしたので、準備に約６８万円使用

したことになりますが、準備内容を伺う」という質疑に対して、「準備に要した費用は、ポ

スター、チラシ、のぼり旗、看板等の作成費になります」という答弁がありました。

歳出７款では、「市営住宅改修工事実施設計では、九十九路団地と長谷団地の築年数と耐震

及び消火設備の状況を伺う」という質疑に対して、「九十九路団地は、築４１年から４４年、

長谷団地は築３１年から３５年です。また、それぞれ耐震診断を実施し、耐震性は備えてあ

り、消火設備については各階ごとに消火器を設置してあります」という答弁がありました。

次に、「けやきの森公園進入路の幅員はどのように考えているのか」という質疑に対して、

「国道４０９号側は、昨年度、入り口の拡幅工事を実施しました。県道八街停車場線側は、

入り口を含めて国道４０９号と同じような形状で拡幅工事を予定しているところですが、け

やきの森公園の入り口箇所は擁壁により出ているところがありますので、これらを含めて、

これから拡幅工事をどのように進めるか、関係部署と協議を進めながら検討しているところ

です」という答弁がありました。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

議案第１２号、令和元年度八街市下水道事業特別会計補正予算についてです。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

議案第１３号、令和元年度八街市水道事業会計補正予算についてです。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

議案第１６号、令和元年度八街市一般会計補正予算のうち、当委員会に付託されましたのは、

第１表歳入歳出予算補正の内歳出５款農林水産業費、第２表繰越明許費補正、第３表債務負

担行為補正１追加についてです。

審査の過程において委員から、歳出５款では、「被災農業施設等復旧支援事業の対象戸数は

何件見込んでいるのか」という質疑に対して、「施設の建て替えや修繕については約３８０

件、補強については約７０件の要望がありました。また、パイプハウスで申しますと２千７

４１棟の被害報告があり、うち２千４７８棟の再建要望がありましたので、９０パーセント

ぐらいの方が再建を要望していることになります」という答弁がありました。

次に、「被害調査はどのように進められたのか」という質疑に対して、「台風通過後は、農

政課職員、農業委員会職員、県の改良普及課の職員に応援をいただき、全域を調査し、全体

の被害を把握しました。その後、連合会等を通じて各農家さんから個々の被害状況を挙げて

もらいました」という答弁がありました。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

以上、経済建設常任委員会に付託されました案件に対する審査の結果について、ご報告申し
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上げました。何とぞ当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいますようお願いいたしまし

て、委員長報告を終わります。

○議長（鈴木広美君）

次に、経済建設常任委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

質疑なしと認めます。

これで経済建設常任委員長報告に対する質疑を終了いたします。

以上で、各常任委員長の報告、質疑を終了いたします。

議案第３号から議案第１６号の討論通告受付のため、しばらく休憩しますので、休憩時間中

に通告するようお願いいたします。再開時刻は事務局より連絡いたします。しばらく休憩い

たします。

（休憩 午前１０時４７分）

（再開 午前１０時５９分）

○議長（鈴木広美君）

それでは再開します。

これから討論を行います。

議案第３号及び議案第８号に対し丸山わき子議員から、議案第５号に対し京増藤江議員から、

討論の通告がありますので、順次発言を許します。

最初に、丸山わき子議員の議案第３号及び議案第８号に対する反対討論を許します。

○丸山わき子君

それでは、議案第３号、八街市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定に

ついて、また議案第８号の八街市下水道事業の設置等に関する条例の制定について、反対討

論するものであります。

まず、議案第３号でございます。

この条例制定は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、地方自治体で働く臨時・

非常勤職員を１年任用の会計年度任用職員に移すためのものでございます。既に国から三位

一体改革等による地方財政への圧迫や、正規職員の定数削減を迫られる中で、地方自治体の

臨時・非常勤職員を急増させてきました。本市の臨時職員は２７９人。来年度からの会計年

度任用への移行は、フルタイム職員４８名、パート職員２３１名となり、市職員は正規職員

と再任用職員２４名を含め８５０名で、会計年度任用職員と再任用職員は３２．８パーセン

トと、約３分の１を占めることになります。非常勤職員の正規化、正職員の定員拡大など、

根本的な対策はありません。

今回の改正には、期末手当の支給や育児休暇など、これまでになかった前進の内容も含まれ

ていますが、会計年度任用職員は、いつまでも非正規雇用、いつでも雇い止め可能、生活で

きる賃金が保障されないなど、多くの問題とともに、会計年度ごとの任用と雇い止めを自治
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体の判断でできるようにしたことは、地方公務員法の無期限任用の原則を崩すことにつなが

ります。

本来、地方自治体は住民の福祉と暮らしの増進に寄与するものであり、恒常的かつ専門性が

求められ、公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心とするという大原則がありますが、

今回の法改正により、フルタイムの非正規職員の存在が正面から認められたことになります。

総務省の「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究

会」の報告で、今回の常勤と非常勤の概念について、常勤職は本格的業務であり、典型的に

は、組織の管理・運営自体に関する業務や、財産の差し押さえ、許認可といった権力的業務

などが想定されるとしています。このことは、正規職員の定員削減、非常勤職員を増やし、

安上がりの行政を進めることが可能となるということです。継続性、専門性、地域性が求め

られる自治体職員の働き方が大きく変わろうとしています。

住民の安全・安心の暮らしを支えるために、任期の定めのない常勤職員を中心とした公務運

営の原則を堅持すること、また、恒常的業務を担う保育士など、非正規職員の正規化を図っ

ていくこと、さらに、非正規職員の雇用安定、待遇改善こそ重要であることを指摘し、反対

するものであります。

議案第８号の八街市下水道事業の設置等に関する条例の制定についての反対討論であります。

この条例は、公共下水道事業の地方公営企業法の一部を適用し、これまでの官公庁会計の下

水道事業特別会計の設置に関する条例を廃止し、企業会計方式に移行する条例の制定です。

このことにより、今後人口減少などによる下水道使用料の減少、施設の老朽化が進行してい

ることから、公営企業に移行することで、貸借対照表や損益計算書等の財務諸表の作成を通

じて経営・資産等の正確な把握、経営の健全性や計画性、透明性の向上を図るとしています。

企業会計が一般会計から分離し、独立採算制が経営原則となります。これは経営収支だけで

なく、資本収支も含めて採算性が求められることになり、実質的には一般の企業の経営方法

と同じになります。

この間、一般会計からの繰り入れによって、下水道料金の値上げが抑制されてきました。し

かし、独立採算が導入されれば、企業としての経済性を強めることになり、使用料金の値上

げをせざるを得なくなります。条例では、第３条の経営の基本に、企業の経済性を発揮する

とともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならないと規定していますが、企

業の独立採算制は市民生活に大きな影響を及ぼすことは明らかであり、公共の福祉増進には

つながらないことを指摘いたします。

総務省は平成２７年１月、地方自治体に公営企業会計導入を通知し、今年１月にも拡大集中

取組期間を徹底する通知を出しています。しかし、法的にも、公会計導入判断は、地方自治

体の裁量権もあり、より慎重な取り組みが必要です。この制度導入の目的は独立採算制と市

民負担増につながる使用料の算定であり、到底、受け入れられるものではありません。

以上の立場から反対するものであります。

○議長（鈴木広美君）
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次に、京増藤江議員の議案第５号に対する反対討論を許します。

○京増藤江君

それでは、議案第５号、八街市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に対して反

対討論いたします。

今回の改正は医療保険分の課税限度額について、現行５８万円から３万円も引き上げて６１

万円にするものです。医療保険分の課税限度額６１万円への引き上げによって、後期高齢者

支援金分、介護納付金分を合わせた国保税額は９３万円から９６万円に引き上げられます。

国保税の課税限度額は、本市において、平成２７年度から令和２年度までの６年間で１９万

円、１年間に約３万１千円引き上げられました。

国は自治体に国保料や国保税の大幅、連続値上げを迫る圧力を強めており、今回の医療保険

分の課税限度額の引き上げで終わりではありません。令和３年度には、医療保険分、介護納

付金引き上げの方向です。今でも高過ぎる国保税を引き上げれば、市民の健康や命、暮らし

を守ることはできません。家族が増えるほど国保税が高くなるため、子育て世帯の負担が大

きいことも問題です。

厚労省は国保税の値上げを抑えたり、引き下げるために、一般会計から国保特別会計に独自

に公費繰り入れを行う自治体に対し、国保の保険者努力支援制度により国が出す交付金を減

らすペナルティー措置を２０２０年度から導入する方針です。自治体独自の施策を禁止すれ

ば、憲法が定める地方自治の本旨を侵すことになるため、厚労省はこれまで公費繰り入れは

自治体の判断でできると国会答弁してきました。それにもかかわらず、厚労省は憲法の趣旨

に反して、国保税負担を全面的に抑える公費繰入金は赤字だとして、削減・解消を迫ってい

ます。

その一方、自治体が条例を通じて行う被災者や子ども、生活困窮者などの国保税の独自減免

に充てる公費繰入金は赤字に分類せず、２０２０年度以降もペナルティーの対象外とする方

針です。この間、各地で赤字にならない繰入金を活用した取り組みが広がっており、本市に

おいても、低所得者に対する国保税減免を来年度から実施予定です。このような自治体の国

保税負担の軽減努力とともに、必要なことは、全国市長会や全国知事会などが求めている国

庫負担の増額により国保税を抜本的に引き下げ、社会保障の一環としての国保制度の役割を

果たすことです。

以上の理由から、医療保険分の課税限度額を引き上げる、八街市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の制定に反対いたします。

○議長（鈴木広美君）

ほかに討論の通告はありません。これで討論を終了いたします。

これから採決を行います。採決の順番を変更し、分割して行います。順番は、最初に議案第

３号から議案第８号、次に議案第１４号から議案第１５号、次に議案第９号から議案第１３

号、次に議案第１６号を採決いたします。

最初に、議案第３号、八街市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につ
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いてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 多 数）

○議長（鈴木広美君）

起立多数です。議案第３号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第４号、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第４号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第５号、八街市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決

します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 多 数）

○議長（鈴木広美君）

起立多数です。議案第５号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第６号、八街市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第６号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第７号、八街市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第７号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第８号、八街市下水道事業の設置等に関する条例の制定についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。
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（起 立 多 数）

○議長（鈴木広美君）

起立多数です。議案第８号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１４号、八街市一般職の職員の給与等に関する条例及び八街市一般職の任期付

職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第１４号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１５号、八街市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第１５号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第９号、令和元年度八街市一般会計補正予算についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第９号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１０号、令和元年度八街市国民健康保険特別会計補正予算についてを採決しま

す。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第１０号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１１号、令和元年度八街市介護保険特別会計補正予算についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第１１号は原案のとおり可決されました。
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次に、議案第１２号、令和元年度八街市下水道事業特別会計補正予算についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第１２号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１３号、令和元年度八街市水道事業会計補正予算についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第１３号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１６号、令和元年度八街市一般会計補正予算についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第１６号は原案のとおり可決されました。

日程第３、議員派遣の件を議題とします。

八街市議会会議規則第１７２条第１項の規定により、令和２年１月３１日に白井市で開催さ

れる印旛管内正副議長連絡協議会定例会、及び令和２年２月６日に銚子市で開催される千葉

県北総地区市議会正副議長会臨時会に、配付のとおり、議員を派遣したいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。配付のとおり、議員を派遣することに決定しました。

本日の日程は全て終了しました。

会議を閉じます。令和元年１２月第３回八街市議会定例会を閉会します。

この定例会は終始熱心な審議を経て全ての案件を議了し、ただいま閉会になりました。執行

部は各議員から出されました意見を十分尊重し、市政を執行されるよう強く要望いたしまし

て、閉会のご挨拶といたします。

ご苦労さまでした。

（閉会 午前１１時１９分）
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○本日の会議に付した事件

１．議案第１号

委員長報告、質疑、討論、採決

２．議案第３号から議案第１６号

委員長報告、質疑、討論、採決

３．議員派遣の件

………………………………………………………………………………………………………………

議案第１号 指定管理者の指定について

議案第３号 八街市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について

議案第４号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について

議案第５号 八街市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

議案第６号 八街市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

議案第７号 八街市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

議案第８号 八街市下水道事業の設置等に関する条例の制定について

議案第９号 令和元年度八街市一般会計補正予算について

議案第10号 令和元年度八街市国民健康保険特別会計補正予算について

議案第11号 令和元年度八街市介護保険特別会計補正予算について

議案第12号 令和元年度八街市下水道事業特別会計補正予算について

議案第13号 令和元年度八街市水道事業会計補正予算について

議案第14号 八街市一般職の職員の給与等に関する条例及び八街市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第15号 八街市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第16号 令和元年度八街市一般会計補正予算について
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上記会議の次第を記載し、その相違ないことを証明するためにここに署名する。

令和 年 月 日

八街市議会議長 鈴 木 広 美

八街市議会議員 角 麻 子

八街市議会議員 小 澤 孝 延


